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Ⅶ.支援センターの業務実績 

○実施した内容（複数回答有） 

研修会・ワークショップの実施：30 ヵ所  医療機関のニーズ調査：25 ヵ所  来訪相談対応：20 ヵ所 

医療機関を訪問支援：27 ヵ所  その他の事業：4 ヵ所 

○具体的な活動内容 

電話相談対応を行っている支援センターがいくつかあった。 

社会保険労務士と医業経営コンサルタント担当のペアまたは地域医療支援センターに同行するなどして医療 

機関を訪問している支援センターもある（その他の事業内容を参照） 

研修会・ワークショップの実施内容 

○北海道：講習会：10 月 4 日（金）開催 日医担当副会長の講演、ワークショップ他 医療勤務環境改善マネジメントシステム講習

会：道内 4 ヵ所で開催予定 

○青森：県内医療機関を対象としたセミナーの開催（平成 27 年度は 2 回実施）。 

○岩手：県内 9 圏域で研修会（説明会）の実施（8 ヵ所で実施済） 

○秋田：当センターの周知、啓発を目的とした研修会を実施。 その際、ニーズ調査の結果についても報告している。 

○福島：平成 27 年 9 月にセンターの事業説明会を実施。アンケート調査及びヒヤリング調査実施予定。平成 27 年 11 月～平成 28

年 1 月にかけて県内 6 方部に分けて周知のための研修会を開催 

○茨城：医療機関の勤務環境改善研修会（Ｈ27.9.14） 

○栃木：・アドバイザー研修会（医業アドバイザー、労務アドバイザー向け研修会） 1 回。トップマネジメントセミナー（医療機関管理 

 者向け研修会） 3 回。実務者研修会（医師、看護師、事務局等実務者向けワークショップ） 3 回 

○群馬：労務管理担当者向けの研修を開催予定。 

○千葉：平成 27 年 10 月から 11 月までの間に、県内 4 ヵ所で医療機関（病院・診療所）を対象に、医療労務管理アドバイザーを講師

として勤務環境マネジメントシステムの導入に係る研修会を実施している。 

○東京：医療制度・医事法制等の説明会、取り組み医療機関からの事例発表等。 

○神奈川：検討中。 

○富山：勤務環境改善マネジメントシステムの説明、好事例発表など。 

○石川：未定。 

○福井：①26.3.12 「勤務環境改善マネジメントシステムについて～自組織でＰＤＣＡを回すには～」 

②27.8.27 「医師の健康支援のための労務管理のヒント」      

「検診受けていますか？そろそろ組織も、健康診断いかがでしょう？-選ばれる医療を提供するために-」 

③27.9.10 内容は②に同じ 

○岐阜：岐阜県医療勤務環境改善研修会の開催（Ｈ26 年度：Ｈ27.2.19、39 病院、66 名参加 Ｈ27 年度：1 回実施予定）。 

○静岡：・Ｈ27.1 月研修会（医療勤務環境改善マネジメントシステムの周知、県内病院の取り組み事例発表等） Ｈ27.9～11 月研修

会（医療勤務環境改善計画策定方法の演習等）。 

○三重：勤務環境改善マネジメントシステム導入支援のための講習会（Ｈ26 年度 2 回、Ｈ27 年度 3 回）。 

○滋賀：施設管理者を対象に「スターティングセミナー」を開催（今年度は、実践編のセミナーを計画中）。その他、病院長、事務長、

看護部長対象の各種研修会等を通じて、概要説明と検討着手を要請してきた。 

○京都：医療勤務環境改善支援セミナー全 3 回・ワークショップ全 3 回。 

○大阪：勤務環境改善マネジメントシステムの周知、好事例の紹介等。 

○兵庫：年 10 回、県内全圏域で実施（10 月末時点で約 100 医療機関が受講見込）。 
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○奈良：第 1 回研修会「いい病院ってどんな病院？～ワーク・ライフバランスの視点から～」 H27.7.17 開催 第 2 回研修会「ハラスメ

ントを防止するための具体的なスキルを知っておこう！」 H27.12.8 開催予定。 

○和歌山：平成 28 年 1 月 28 日 医療勤務環境改善研修会 実施予定。 

○島根：医療施設の管理者を対象とした業務説明会（2 ヵ所）。島根大学医学部と共催した研修会。活動事例の紹介を含めたフォー

ラム（予定）。 

○岡山：年度内に 3 回講習会を開催。今年度は倉敷市（7 月）、津山市（10 月）、岡山市（11 月）に約 2 時間半、1 回 50 名程度の会

を行っている。 

○広島：医療勤務環境改善マネジメントシステムセミナー（医療機関の実務者向け）、 医療勤務環境改善シンポジウム（医療機関の

管理者向け）。 

○山口：医療勤務環境改善支援センターの業務内容の説明等。 

○徳島：研修会：メンタルヘルス対策、ストレスチェック制度、勤務環境改善事例紹介。 

○香川：WLB 推進ワークショップ（実施予定）。 

○福岡：平成 26 年度（3 回）、平成 27 年度（4 回：2 回実施、2 回予定）、情報提供、講和、基調講演、事例発表、演習。 

○佐賀：医師の職場環境改善ワークショップ研修会（11/1）。 

○長崎：説明会 2 回（7/25、8/28）、研修会、相談会 2 回（10/31、2/13）。 

○熊本：研修会開催（H28 年 1 月予定）。 

○大分：年 1 回開催予定。 

○鹿児島：労務管理者向け勤務環境改善セミナーの開催 10 回（7 回実施、3 回予定）。 

 

○支援センターを来訪した医療機関の件数 

平成 26 年度内に設置された支援センター（22 ヶ所） 

における来訪相談件数 

平成 27 年度に設置された支援センター（19 か所） 

における来訪相談件数 

なし：２ヵ所        １～10 件：12 ヵ所   

11～20 件：３ヵ所    21～30 件：１ヵ所   

31～50 件：0 ヵ所    51 件以上：1 ヵ所 

なし：５ヵ所 1～10 件：４ヵ所 

相談を受けた内容 

回答数（複数回答有） 

具体的な内容 

ａ．勤務シフトの見直し 

9 ヵ所 

○東京：短時間勤務・深夜勤免除 ○和歌山：変形労働時間制 ○岡山：二交代制のメリット、デメリット等

○熊本：変形労働時間の設定 ○鹿児島：職員退職に伴う業務体制 

ｂ．労働時間管理 

10 ヵ所 

○北海道：変形労働制の休憩時間  ○秋田：夜勤休憩時間の確保とできないときの保障   

○東京：当直時の休憩時間、労働時間の考え方  ○大阪：労務管理、36 協定  ○奈良：WLB   

○和歌山：時間外勤務  ○岡山：時間外労働の削減等  ○鹿児島：宿日直勤務、オンコール時の実労

働時間、台風時勤務手当 

ｃ．休暇取得促進 

    7 ヵ所 

○東京：育児休業、時季変更権、育児時間の規定、有休制度  ○大阪：欠勤の取扱   

○和歌山：長期休暇  ○岡山：年次有給休暇の計画付与等  ○鹿児島：有休と代休消化 

ｄ．就業規則の作成・

変更      10 ヵ所 

○東京：就業規則変更手続き  ○大阪：就業規則の規定  ○岡山：旅費規程・医療費減免規定等

○鹿児島：雇用形態別就業規定を作成しない場合のリスク、作成の要点 
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ｅ．賃金制度の設計 

8 ヵ所 

○北海道：グループ医院間の格差是正  ○東京：時間外手当、日当直手当  ○大阪：賃金対策、賃金

格差  ○岡山：労働条件の不利益変更等  ○鹿児島：変形労働時間制採用に伴う、休日労働割増賃

金のあり方 

ｆ．医療従事者の安全

と健康の確保  

  4 ヵ所 

○北海道：メンタルケア対策  ○東京：パワハラ訴えに対する対応  ○岡山：健康診断の実施等 

ｇ．福利厚生 

2 ヵ所 

○東京：社会保険  ○鳥取：モデル病院における PDCA 事業推進のためのインデックス調査（分析結果

を基にワークショップ開催予定） 『勤務環境改善に向けたトップマネジメント研修会』（10/30 開催） 

○鹿児島：パート職員への有休付与日数、産休予定者の諸手続き 

ｈ．診療報酬に関する

相談      1 ヵ所 

○北海道：同規模の比較 

ｉ．医療制度・医事法制

に関する相談   

 0 ヵ所 

  

ｊ．組織マネジメント・経

営管理     7 ヵ所 

○北海道：チーム作り  ○東京： 職員の意識調査、解雇、職員確保  ○奈良：人材採用、人事異動

○岡山：コンピテンシーを活用した人事制度等  ○徳島：業務の効率化  ○鹿児島：無期雇用者退職

者（年俸制）にかかる取扱い、無期転換権 

ｋ．その他の相談 

15 ヵ所 

○北海道：離職分析・早期退職の予防  ○岩手：勤務環境改善計画の策定  ○東京：労働条件通知

書等の交付、採用時の取り決め、センター事業・補助金等に関するもの、一般労働者職員からの相談、研

修医の労務管理 

○神奈川：中期経営計画の策定  ○滋賀：勤務環境改善に係る既企画の新システムへの移行手順等 

○京都：育児休業者への対応他  ○大阪：セクハラ相談、利殖防止対策  ○奈良：人事評価制度、ハ

ラスメント  ○和歌山：勤務環境改善計画策定  ○岡山：有期労働契約の無期転換について等   

○山口：医療勤務環境改善支援センターの業務内容についての問い合わせ  ○徳島：解雇   

○福岡：支援センターの機能・役割  ○長崎：医療勤務環境改善マネジメントシステムとはどういうもの

か、支援センターが実施するアンケート調査や、セミナー等は義務なのか 

○鹿児島：マイナンバー制度、ストレスチェック制度、妊娠の定義 

 

〇支援センターが個別訪問した医療機関の件数 

平成 26 年度内に設置された支援センター（22 ヶ所） 

における個別訪問件数 

平成 27 年度に設置された支援センター（19 か所） 

における個別訪問件数 

なし：1 ヵ所      1～10 件：14 ヵ所  

11～20 件：３ヵ所  21～40 件：０ヵ所   

4１件以上：１ヵ所 

なし：４ヵ所  1～10 件：８ヵ所 11～20 件：１ヵ所 

相談を受けた内容 

回答数（複数回答有） 

具体的な内容 

ａ．勤務シフトの見直し 

12 ヵ所 

○岩手：3 交替、2 交替など  ○千葉：看護職員のワークライフバランス推進等  ○東京：業務量のばら

つき・業務の効率化、4 週 8 休制  ○石川：2 交代、3 交代のメリット、デメリット  ○岐阜：勤務表作成規

準の作成、及び見直し  ○大阪：勤務形態を選択  ○熊本：看護職の変形労働時間の見直し 
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ｂ．労働時間管理 

15 ヵ所 

○千葉：看護職員のワークライフバランス推進等  ○東京：時間外勤務の削減  ○岐阜：超過勤務の削

減策、短時間正職員制の導入  ○静岡：休憩時間・時間外勤務の取り扱い  ○奈良：WLB 

○岡山：時間外労働の削減  ○熊本：36 協定、リーダー研修  ○沖縄：月変形労働時間制度 

ｃ．休暇取得促進 

10 ヵ所 

○千葉：看護職員のワークライフバランス推進等  ○東京：有給休暇の取得  ○岐阜：有給休暇取得促

進策、長期休暇取得の方法  ○静岡：有給休暇の計画的な取得  ○岡山：有給休暇の計画付与、管

理方法  ○長崎：有休消化促進  ○熊本：取得率の向上、パートタイマーの休暇取得 

ｄ．就業規則の作成・変

更        11 ヵ所 

○岐阜：就業規則変更へのアドバイス  ○大阪：長時間勤務のため  ○岡山：全面的見直しのサポー

ト、コンプライアンス  ○徳島：パワハラ等  ○沖縄：就業規則等の規定と内規の考え方 

ｅ．賃金制度の設計 

12 ヵ所 

○北海道：グループ医院間の格差是正  ○埼玉：職員の意欲を喚起する賃金体系 

○東京：賃金体系の再構築  ○岐阜：給与表の作成のタイミング  ○静岡：給与表の見直し 

○大阪：賃金制度の見直し  ○岡山：手当ての見直し、公平な運用等  ○熊本：医師の給与制度見直

し 

ｆ．医療従事者の安全と

健康の確保   7 ヵ所 

○北海道：メンタルヘルス研修の依頼  ○秋田：メンタルヘルス、腰痛対策 

○東京：医療事故への備え、産業医やパワハラ・セクハラ等相談窓口確保、腰痛対策 

○岐阜：院内感染対策  ○熊本：腰痛対策等 

ｇ．福利厚生 

7 ヵ所 

○埼玉：職員の意欲を喚起する福利厚生  ○東京：職員食堂改善  ○岐阜：職員への福利厚生内容

の周知  ○長崎：子育て、介護支援  ○沖縄：夫婦同一職場における育児休業取得の進め方 

ｈ．診療報酬に関する相

談         2 ヵ所 

○岐阜：診療報酬額に占める人件費割合、夜勤時間の考え方 

ｉ．医療制度・医事法制に

関する相談   2 ヵ所 

○東京：補助金等の活用  ○岐阜：専門医不足による診療科閉鎖の悩み 

ｊ．組織マネジメント・経営

管理        8 ヵ所 

○埼玉：人材の育成方法  ○東京：人材確保・離職防止、管理職と一般職の意識の相違、職員の意見

への傾聴、職員への運営方針等の周知、理念等の共有、適切な評価制度（待遇）、事務部の意識改革、

職員への経営の意識付け、職員間の情報共有・コミュニケーション活性化、他職集連携 

○岐阜：病院の将来に向けての方向性、外来診療時間をどうするか  ○奈良：人材採用、人事異動 

○岡山：コンピテンシーを活用した人事制度等 

ｋ．その他の相談 

18 ヵ所 

○北海道：マイカー通勤規程の整備  ○岩手：勤務環境マネジメントシステム、勤務環境改善計画 

○秋田：看護師のキャリアアップ支援  ○山形：職場ハラスメントに対する研修会  ○埼玉：患者や職員

同士の関係など、勤務状況全般について  ○東京：院内保育  ○神奈川：労働条件、給料、有給休暇

に関すること マイナンバー管理体制に関すること  ○富山：勤務環境マネジメントシステムの説明など 

○石川：メンタルヘルス、ワークショップバランスについて   ○岐阜：医師・看護職・看護補助者の確保

困難  ○静岡：個別の病院で開催される医療勤務環境改善関係委員会への出席 

○埼玉：パワハラ  ○滋賀：系列 3 病院の看護師（師長級）を対象に、労務管理全般の勉強会を支援 

○奈良：ハラスメント  ○島根：病院の課題分析（アンケート、職員インタビュー）  ○岡山：ワークライフ

バランス推進事業のサポート、離職率の引き下げ、現場処遇の公平性確保、メンタルヘルス 

○徳島：メンタルヘルス  ○熊本：マネジメントシステムの導入 
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その他の事業 

○岩手：電話相談 5 件 ①改善計画の策定 ②委員会の設置 ③病院独自の奨学金の創設 ④長時間労働対策 ⑤勤務環境改善

にかかる職員研修方法。 

○茨城：郡市医師会が事務長会議を企画し、アドバイザー等が事業紹介を兼ねた講演を行った。 

○栃木：【普及・啓発活動】個別支援とは異なるが、周知活動として、27 年度は医業経営アドバイザーと労務アドバイザーがペアにな

り、県内の全病院、全有床診療所を訪問し、啓発と医療機関の状況調査を実施している。 

○東京：周知・広報活動。 

○神奈川：電話での相談対応。 

○福井：支援センターの周知・広報業務。 

○三重：「女性が働きやすい医療機関認証制度」事業（三重県単独事業）の制度構築のための事務及び運営。 

○滋賀：上記2のニーズ調査と合わせ、勤務環境改善に関する「現状調査」を実施。これまでの個別・部分的な改善措置を自らが全般

にわたって改めて確認することで、求められるマネジメントシステム導入のキーとなるよう目指した調査。 

○鳥取：電話での相談等受付（設置から現在まで 6 件）。 

 内容：労働時間管理 1 件（救急外来や夜勤当直について）、休暇取得 1 件（介護休業等取得について）、その他 4 件（院内研修

 講師派遣依頼 2 件、施設管理について 1 件、勤務環境改善事例照会 1 件）。 

○岡山：岡山県地域医療支援センターの県内病院訪問に当センターと社会保険労務士会、看護協会ナースセンターと協力して同行

している。 

○山口：周知用チラシの作成。 

○徳島：電話相談。 

○宮崎：医療機関へチラシ・ポスターの送付、県医師会報及びホームページへのチラシ掲載、病院団体研修会でのチラシ配布、セン

  ター紹介。 

○沖縄：事業についての研修会を県内 5 ヵ所で実施。労務管理者向け勤務環境改善セミナー終了後、個別相談会実施（継続中）。 

  ニュースレター発行（継続中）。 

 

 

Ⅷ. 支援センターと関係機関・関係団体と連携した事業を実施または企画中の事業 

〇上記事業を実施または企画中：22 ヵ所  上記事業を実施も企画していない：17 ヵ所  わからない：1 ヵ所 

○支援センターが連携した団体（複数回答有）  

女性医師バンク：1 ヵ所  地域医療支援センター：4 ヵ所  ナースセンター：9 ヵ所   

都道府県労働局の雇用均等指導員：1 ヵ所  ハローワーク：1 ヵ所  産業保健総合支援センター：5 ヵ所 

日本医師会：4 ヵ所  日本看護協会：6 ヵ所  その他：4 ヵ所 

関係団体と連携して行った事業 

○岩手：研修会においてセンター開設チラシ配布。ＷＬＢ研修会への参加。 「働き続けられる職場作り」研修会での講義。 

○秋田：メンタルヘルス対策について連携できればと考えている。 

○山形：県看護協会のワークライフバランス推進ワークショップでの助言・指導。 

○福島：研修会、アンケート調査、ヒヤリング調査の企画にあたり、共催を依頼する予定 また、各団体所属の会員へ各団体を通じて周

知活動を依頼する予定。 

○茨城：看護協会とは互いの研修会を受講し、看護協会より講演会講師の依頼を受けた。 

○埼玉：地域医療支援センター（埼玉県総合医局機構）の事業の一環として、埼玉県勤務環境改善支援センターの事業を位置づけて
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実施している。 

○千葉：看護職員のワークライフバランス推進。 

○東京：東京都がナースプラザに委託している看護職員定着促進のための巡回訪問事業等と連携し、医療機関の状況に応じて互い

の事業に繋げていく。 

○富山：看護職のＷＬＢ推進ワークショップ事業をセンター事業として実施。 

○石川：グループ討議に医療労務管理支援事業のアドバイザー（社会保険労務士）がファシリテーターとして参加。 

○岐阜：以下の機会を利用し支援センター活動ＰＲ、マネジメントシステム資料等を配布。  

Ｈ26.8.7  岐阜県看護協会「岐阜県ＷＬＢ推進ワークショップ」。 

Ｈ26.9.11 岐阜県労働局主催「医療機関の勤務環境改善研修会」。 

Ｈ27.6.26 岐阜県病院協会研修会。  

・アンケート調査：Ｈ27.6～7 月 運営協議会医療系委員の団体に対し、「勤務環境に関する課題と取り組みについて」調査  

・いきサポへの情報提供 Ｈ26.12 月 運営協議会関係団体の活動についていきサポートへ掲載（Ｈ27 年度内容を更新） 

○三重：ストレスチェック制度実施のための研修会と併せ労務管理に関する研修会を開催。 

○滋賀：滋賀県看護協会が実施する「看護職のワーク・ライフ・バランス推進ワークショップ」のフォローアップワークショップに参加者を

拡大（全病院事務長を加える）して共催し、医業経営アドバイザーを派遣（平成 28 年 1 月予定）。 

○兵庫：現在検討中。 

○奈良：看護職の WLB 推進ワークショップでの講演や助言を行った。 

○和歌山：県看護協会「WLB」への参加 センター実施研修会講演依頼。 

○岡山：平成 28 年 1 月 28 日に医療勤務環境改善支援センター研修会を企画し、準備を進めている。内容は、医療機関の勤務環境

改善の自主的取り組みに役立つファシリテーションスキル修得をテーマにワークショップを行う予定。 

○香川：WLB 推進ワークショップ（実施予定）。 

○福岡：平成 27 年度第 1 回福岡県医療勤務環境改善研修会での日医担当常任理事による基調講演。 

○佐賀：医師の職場環境改善ワークショップ研修会の実施（11/1） 

○沖縄：日本医師会勤務医の健康支援に関する検討委員会の協力を受け、本年 7 月「医師の職場環境改善ワークショップ研修会」を

開催した。県看護協会主催の WLB 推進ワークショップや医業経営コンサルタント協会主催セミナー、女性医師部会主催のフォーラ

ムにてセンター事業の紹介を行った。 

 

 

Ⅸ.日本医師会の取り組みの活用  

日本医師会の作成したツール※を活用した事業（研修・ワークショップなど）を実施：10 ヵ所   

 ※「勤務医の労務管理に関する分析・改善ﾂｰﾙ」「勤務医の健康を守る 7 か条」「医師が元気に働くための 7 か条」 

支援センターに日本医師会の作成したツールを配布：13 ヵ所 

支援センターに情報提供していない：14 ヵ所 

        

  

Ⅹ.厚生労働省の「医療勤務環境改善支援センター業務のポイント」の活用 

  業務に活用している：24 ヵ所    

あまり業務に活用していない：16 ヵ所 
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ⅩⅠ 厚生労働省ホームページ「いきいき働く医療機関サポートＷｅｂ（いきサポ）」の活用 

業務に活用している：26 ヵ所   

あまり活用していない：14 ヵ所 

 

 

ⅩⅡ.広報（複数回答有） 

支援センターのホームページの開設：30 ヵ所  医師会行事での資料配布：16 ヵ所 

労働基準局での資料配布：16 ヵ所    都道府県担当部署での資料配布：27 ヵ所   その他：14 ヵ所 

広報の手段 

○北海道：道内病院、有床診療所、助産所 1079 件に支援センターパンフレット、北海道医療新聞の掲載記事、無料研修会案内を送

付した。 

○青森：Ⅶの 1 の研修会におけるＰＲ。 

○岩手：医療機関（病院）に対してセンターから「して欲しい支援」についてアンケートを実施。 

○秋田：県内の病院、有床診療所にリーフレットや改定版の手引きを送付して周知、徹底に努めている。 

○福島：県医師会報への広告掲載。 郵送による医療機関及び医療従事者への周知。研修会。訪問。 

○栃木：医業経営アドバイザーと労務アドバイザーがペアとなり、県内の全病院、全有床診療所を訪問し、周知活動を行っている。 

○東京：運営協議会構成団体行事等での広報、資料配布。 

○岐阜：戸別訪問時の資料（マネジメントシステム導入の手引き、国が作成したチラシ等）配布。関係団体の研修会での資料配布（病

院協会・看護部長協議会）。岐阜労働局主催の研修会での資料配布。県医師会理事会へのマネジメントシステム改訂版の配布 

○三重：医師会会報誌への掲載、センター案内チラシの作成（医師会員へ配布）。 

○滋賀：利用案内チラシ（リーフレット）を作成。病院協会主催各種研修会等で繰り返し配布・啓発 

○京都：各病院あてに直接送付するとともに病院団体行事において資料を配布 

○大阪：受託団体（大阪府私立病院協会）行事での資料配布。 

○鳥取：チラシを作成し、医療機関、関連団体に配布した。病院協会総会、事務長会等において、支援センターの紹介を行った。 

○岡山：運営委員の所属団体の窓口に設置したり、医師会ホームページに専用ページを開設し、フェイスブックとともに広報手段として

利用している。また、病院協会より会員へ配布していただいたり、医師会の広報付録にチラシを入れたりしている。 

○香川：県のホームページで周知。 

○佐賀：支援センター設立時に、郡市医師会及び医療機関の開設者・管理者宛てに開設案内の文書を送付。チラシを作成予定。 

○宮崎：宮崎労働局及び宮崎県のホームページでの支援センターのチラシ掲載。 

○沖縄：県医師会報及び会報付録にセミナーの案内及びセンター利用申込書を掲載 ・医療労務管理者向け勤務環境改善セミナー

での支援事業の広報。看護協会行事及び医業経営コンサルタント協会行事での支援事業の広報。 

 

 

ⅩⅢ.トラブル 

  あった：１ヵ所 特になし：39 ヵ所 わからない：１ヵ所 

医療機関からは、無料での支援ということで、もっと深くかかわってほしい（コンサルティング業務等をしてほしい）との要望もある。 

《支援センターの役割》 

・あくまで行政が行う支援として、一般のコンサルタントや社会保険労務士が行う業務とは異なる。今回の法律の趣旨からしても、医療 

機関が自主的に取り組むことが求められている。 
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・支援センターでは、医療機関が取り組みの必要性を感じ、「やらなければという危機感」を持たせることがまずは必要と考えており、そ

のような意識を持った医療機関の中で、「何から取り組めばよいのかわからない」医療機関を対象に『導入支援』において、マネジメン

トシステムの導入部分（取り組みの入口）のみを支援している。 

・改善はすぐにできるものではなく、ＰＤＣＡサイクルを何度もまわしながら少しずつ改善していくものである。都支援センターでは、その

きっかけづくりをしたいと考えており、その後の実際の取り組みについては、自主的に自分たちで取り組むことを求めている。その際

に、必要な情報提供等は『随時相談』を活用するよう案内している。 

 

 

ⅩⅣ.その他自由記入 

・無料相談、支援頻度、期間、範囲が不明瞭。 

・まだ広く認知されていない。 

 ・県、労働局、医師会の三者の連携が必要だが、柔軟な対応が必要である。 

 ・相談がないのに、アドバイザーへの支払いのみが発生している。 

 ・人材確保支援を含めた権限が支援センターに必要である。 

 ・医業経営コンサルタントが少ないため、一部の税理士事務所に医業経営コンサルタントの所属が偏っているこ 

とから、医師会の顧問の公認会計士を選任した。 

 ・自主的な改善システムという主旨から、拘束的・規制的なものに急変しないよう注視してほしい。等 

○無料相談、支援の頻度、期間、範囲が不明瞭なこと。 

○勤務環境改善計画を策定したかどうかが分からないため、自主的に策定した場合の義務付けがほしい。 改善支援のハブ的役割

の充実を図るため、病院間の情報がスムーズに共有できる工夫があると良い（ネットの活用など）。 

○専任職員の配置等ができるよう国、県の委託費の増額。 

○この支援センターの存在と活動内容は、医療機関にはまだ広く認知されていない。支援の具体例など広く広報することで、利用され

やすい環境作りに努めていきたい。 

○本県の場合、運営に当たり、県、労働局、医師会の三者が連携していかなければならないが、委託する側にも県内・地域の実情に

合わせた柔軟な対応、理解が必要と考える。 

○支援センターについての積極的な周知が必要と考える。 

○①医療機関、特に管理者に対する意識啓発→これまで取り組みを行っていない医療機関をどのように巻き込んでいくか。②勤務環

境改善に取り組む環境。仕組みづくり→補助金等も含め。取り組みが促進されるような仕組みを作っていく支援センターの最も重要

な役割は、勤務環境改善に無関心で、危機感を持っていない医療機関に対しての働きかけだと考えている。 

○医療機関からの相談は全くなく、常駐しているアドバイザーに対する支払いだけが発生している状態。委託側の県や労働局は次年

度以降も事業を継続し拡大していきたいと言っているが、県医師会としては困難であると考える。 

○医師の場合、県が実施する医師確保事業と一体化若しくは緊密な連携が必要不可欠である。医師の場合、労働基準法の知識の

普及を図る必要がある（時間外、宿宅直の違い等）。各職種、各部署毎に勤務環境が大きく異なるため、目的を絞ったＷＧ等の活

動を実施しないと効果が上がらない。 

○支援センターのアドバイザーに求められることは、病院の課題解決を通じた環境整備を進めるためのコンサルティング能力である

が、多くの社会保険労務士には未だそうした能力が十分に具備されていないと考えられる。社会保険労務士等を対象としたコンサ

ルティング能力向上のための研修が必要。 

○人材確保支援を含めた権限がセンターに必要である。 

○県および国からの委託は少額で、専門アドバイザーの必要時の派遣費用と啓発関係。事務所設置経費しかなく、センター自体の
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活動を企画・運営する職員は設置できない。このため、与えられた「手引き」や「業務のポイント」に沿った対処のみとなっている。本

システムが求めるのは、”体制が整って、常に PDCA サイクルが回り、年々に改善が図られる”ということであり、センターには地域の

特性や管内医療機関の現状に応じた柔軟な支援がそれぞれ工夫できるよう、それを考える体制は不可欠である。 

○いまのところは事業を周知することが最優先と考える。 

○広報活動を積極的にする必要がある。 

○「指針・手引き」の認知度が低く、支援センターの利用件数も少ないため、効果的な周知、利用促進に努める必要がある。 

○支援センター活用の周知引き続き支援センター事業の周知徹底を図ることが今後の課題であると感じている。 

○今までの講習会は看護師の方の参加が多かったが、病院長（医療機関全体）の取り組みとして管理者の参加が増えるようにしてい

きたいと思う。また、医療機関のニーズに沿った内容の講習会を開催していきたい。 

○労働局（医療労働管理事業）サイドとしては、県の動きが不十分と考えている。 

○医業経営コンサルタントが少なく、その所属がごく少数の税理士事務所等に偏っていることから、相談後の医療機関とのトラブルを

避けるため、医業分野アドバイザーは医師会顧問の公認会計士を選任している。専門家を雇用した場合の費用対効果、看護職等

医療従事者不足。 

○ソフト事業のみでハード事業への支援がないため、医療関係者不足の環境にある地方において、勤務環境改善の取り組みを実施

していくのは難しい面がある。 

○基準局及び医政局予算の統合。県行政と労働局の密な連携。自主的な改善システムという内容の趣旨から、拘束的なもの、規制

的なものに急変することがないよう、日医としてしっかり国の動向を注視いただきたい。 

 

以上 

 

 

 

 



都道府県医師会名：

Ⅰ.医療勤務環境改善支援センター（以下、「支援センター」）の設置時期を教えてください
平成 年 月

Ⅱ.設置形態を教えてください。
１．都道府県の直営
２．委託（委託先： ）
３．わからない

2.a 上記で「2.委託」を選択し、かつ医師会が委託を受けている場合、そのメリット、デメリットを教えて
ください。

Ⅲ.運営協議会の設置について教えてください。
１．設置している
２．設置していない
３．わからない

Ⅲ.ａ　上記で「１．設置している」を選択した場合、下記２つにお答えください
a-（1）運営協議会の参画団体を教えてください（複数回答可）

１．都道府県医師会
２．看護協会
３．病院団体（名称： ）
４．社会保険労務士会
５．医業経営コンサルタント協会
６．都道府県関連部署（名称： ）
７．都道府県労働局
８．その他（名称： ）

a-（2）運営協議会の開催頻度をお答えください。
年間にだいたい 回

Ⅳ．都道府県労働局医療労務管理支援事業と医業分野アドバイザー事業の運営について
　教えてください。

１．両者は同じ場所で一体運営している。
２．場所がそれぞれ異なっている

３．わからない

回答期限：１１月６日（金）　　メール：c2@po.med.or.jp　またはＦＡＸ：03-3946-5786

平成２７年１０月現在
設置済

医療勤務環境改善支援センター業務に関するアンケート

（内容）

（場所が異なっている理由）
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Ⅴ．支援センターの人員体制について教えてください。
（１）支援センター業務従事者（医業経営コンサルタントと社会保険労務士を除く。兼任含む）　

全 名 （うち派遣社員は 名）

（２）医業経営コンサルタントの配置(医業分野アドバイザー事業）
１．あり　→　契約人数： 名 ａ．ほぼ常駐 １日 名、概ね週 日勤務
２．なし ｂ．スポット 1か月に 日程度
３．わからない

（３）社会保険労務士の配置（医療労務管理支援事業）
１．あり　→　契約人数： 名 ａ．ほぼ常駐 １日 名、概ね週 日勤務
２．なし ｂ．スポット 1か月に 日程度
３．わからない

Ⅴ.ａ　上記（2）と（3）がともに「1.あり」の場合、２つの業務の連携について教えてください
１．概ね連携できている
２．あまり連携できていない

３．わからない

Ⅵ．支援センターの平成27年度の予算規模を教えてください

公的予算 千円 千円

都道府県予算 千円 千円

その他 千円 千円

合計 千円① 千円②

医療勤務環境改善支援センター予算総計 千円（①+②）

Ⅶ．支援センターの業務実績（ないしは企画中のもの）を教えてください（複数回答可）
１．研修会・ワークショップの実施

２．医療機関のニーズ調査
３．各医療機関が支援センターを来訪した際の相談対応

・対応件数　全部で 件程度（設置時から現在まで。延べ回数でなく来訪した医療機関数）
・相談を受けた内容を教えてください（複数回答可）。

ａ．勤務シフトの見直し（内容： ）
ｂ．労働時間管理(内容： ）
ｃ．休暇取得促進(内容： ）
ｄ．就業規則の作成・変更(内容： ）
ｅ．賃金制度の設計（内容： ）
ｆ．医療従事者の安全と健康の確保(内容： ）
ｇ．福利厚生(内容： ）
ｈ．診療報酬に関する相談（内容： ）
ｉ．医療制度・医事法制に関する相談（内容： ）
ｊ．組織マネジメント・経営管理（内容： ）
ｋ．その他の相談（内容： ）

医業分野ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ事業

（理由）

（内容）

医療労務管理支援事業
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４．各医療機関を訪問しての個別支援
・支援件数　全部で 件（設置時から現在まで。延べ回数でなく来訪した医療機関数）
・相談を受けたことのある内容を教えてください（複数回答可）。

ａ．勤務シフトの見直し（内容： ）
ｂ．労働時間管理(内容： ）
ｃ．休暇取得促進(内容： ）
ｄ．就業規則の作成・変更(内容： ）
ｅ．賃金制度の設計（内容： ）
ｆ．医療従事者の安全と健康の確保(内容： ）
ｇ．福利厚生(内容： ）
ｈ．診療報酬に関する相談（内容： ）
ｉ．医療制度・医事法制に関する相談（内容： ）
ｊ．組織マネジメント・経営管理（内容： ）
ｋ．その他の相談（内容： ）

）

５．上記1.から4.以外の事業

Ⅷ．関係機関・関係団体と連携して業務を実施したか（または企画中か）教えてください。
１．あり
２．なし
３．わからない

Ⅷ.ａ　上記で「１．あり」と回答した場合、下記２つにお答えください。
a-（１）連携協働の実績・計画のある団体を教えてください（複数回答可）

１．女性医師バンク
２．地域医療支援センター
３．ナースセンター
４．都道府県労働局の雇用均等指導員
５．ハローワーク
６．産業保健総合支援センター
７．日本医師会
８．日本看護協会
９．その他

ａ-（２） 上記a-（1）の団体と連携して行った（企画中の）業務内容を具体的に教えてください

Ⅸ．日本医師会の取組は支援センターで活用または共有されていますか(複数回答可）
１．支援センターで、日医のツール（注）を活用した事業（研修・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ）を行った（または企画中）。

（注）「勤務医の労務管理に関する分析・改善ﾂｰﾙ」「勤務医の健康を守る7か条」

　　　「医師が元気に働くための7か条」

２．支援センターに資料を配布するなど情報提供をしたことがある。

３．支援センターに情報提供をしたことがない。

（内容）

（内容）
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Ⅹ．厚生労働省「医療勤務勤務環境改善支援センター業務のポイント」（以下、「業務のポイント」）

　について教えてください。（もっともあてはまるものを選択）

１．支援センターでは、「業務のポイント」を参照し業務に活かしている。

２．支援センターでは、「業務のポイント」の存在は知っているが、あまり活用したことがない。

３．支援センターでは、「業務のポイント」自体を知らない。

ⅩⅠ．厚生労働省「いきいき働く医療機関サポートＷｅｂ（いきサポ）」では医療機関の勤務環境
　の改善に役立つ情報や事例を紹介しています。この「いきサポ」サイトについて教えてください。
　（もっともあてはまるものを選択）

１．支援センターでは、「いきサポ」を見て業務に活かしている。
２．支援センターでは、「いきサポ」の存在は知っているが、あまり活用したことがない。
３．支援センターでは、「いきサポ」自体を知らない。

ⅩⅡ．支援センターの広報活動の手段について教えてください（複数回答可）
１．支援センターのホームページの開設
２．医師会行事での資料配布
３．労働基準局での資料配布
４．都道府県担当部署での資料配布
５．その他

ⅩⅢ．支援センター業務に関し、医療機関からの苦情・トラブル、要望等があったか教えてください。
１．あり
２．特になし
３．わからない

ⅩⅢ.a　上記で「１．あり」を選択した場合、具体的な内容を教えてください。

ⅩⅣ．支援センター事業の充実に当たり、改善すべき点・課題などを自由にご記入ください。

（内容）

ご協力、ありがとうございました。

（内容）

（内容）
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